
自転車事故などの第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則

です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救

済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。 

この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求することになります（第三者行為求償事務）が、その

際「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。 
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けんか 

暴力行為を

受けた 

 

こんなトラブルで治療を受けた方は届け出が法律で義務化されています！！ 

飲食店等での 

食中毒 

 

交通事故 

 

他人のペット

に咬まれた 

 他人の打った

ゴルフボール 

での負傷 

 

すみやかに傷病届を出すことが 
健康保険制度の適正な運営につながっています。 

【提出方法等のお問い合わせ先】 本庁 健康保険課国民健

康保険係 099-248-942 

 

 

スポーツ中の 

故意で悪質な 

反則 

レジャー施設

などでの設備

欠陥など 

 

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」
の
提
出
を 

お
願
い
し
ま
す
。 

提出方法などのお問い合わせ先 

本庁 健康保険課国民健康保険係 099-248-9421 

その他にも歩行者同士の衝突事故や、 

キャリーバッグが当たったことによる

負傷など、第三者を原因としたさまざま

な事例があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

本庁 健康保険課国民健康保険係 ０９９-２４８-９４２１ 

柔道整復師・鍼灸師の施術について 

 

国保が「使える場合」 ※ 骨折  ※ 脱臼  

※応急手当をのぞき、 

あらかじめ医師の同意が必要です 捻挫 打撲 挫傷 

国保が「使えない場合」 単なる肩こりや筋肉疲労 

脳疾患後遺症等の慢性

病 

症状の改善の見られない長期の施術 

原因不明の痛み 

予防や慰安目的のマッサージ 

医療機関で同じ箇所の治療を受けているとき 

 

施術を受けるときの注意事項 

１．負傷の原因を正確に伝えてください 

２．病院での治療と重複することはできません 

３．施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください 

４．療養費支給申請書は原則自分で署名してください 

５．領収書は必ずもらいましょう 

整骨院・接骨院での施術は、国民健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。 

施術を受ける前にきちんと確認して、正しく施術を受けましょう。 

はり・きゅう・マッサージなどの施術は、「対象の傷病」であり、「医師の同意」がある場合、 

国民健康保険を使うことができます。 

はり・きゅう 対象の傷病 神経痛 

 

リウマチ 五十肩 

頸腕症候群 腰痛症 頚椎捻挫後遺症 

マッサージ 対象の傷病 

筋麻痺 関節拘縮 

施術を受ける前に 

ご確認を 

お願いします。 
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